
令和 5年 11月 1日発行
藍見 (1)

1  吉丼田地区町内会運含会について
|

当連合会は昭和 47年 4月 10日に発足し 八本田 八

本田第二 方本田 葉ノ木立、吉倉、仁丼田、北島のア町

内会により構成さllています。令和 5年 3月末現在 人□

11432人 5319世帯 町内会力]入率は65%です。

吉井田地区は、市の西部に位置し、国道 13号西道路を

挟んで市街地と農村部とに分かれています。地区内には清

流 荒川が流れ 農村部では古用 をはじめ水路が田を潤し

りんご ll■dどの生産力渡 んです。

連合会は町内会間の連絡調整を図り、それぞれの円滑な

事業の推進を支援するとともに、防災などの地域の課題に

取り組んでいます。また 関連諸団体と連携を図り 敬老会

荒川フェスティ′llレなどのイベントにも参画し さらにまち

づくりの知見を得るため市内外での研修を実施しています。

そのような中で 最近実施した主な活動を紹介します。

(0   地 区 防 災 訓 練 の 実 施    0)

古丼田地区では 荒川に沿つて洪水浸水想定区域が広が

り その中によ家屋倒壊等氾濫想定区域もあり さらにこ

れまで内水氾濫の発生しているところも少7dく ありませ

ん.令千]元年 10月 12日の台風 19号の襲来を契機に

指定避難所としてそれまでの吉井田小学校 (吉倉)に加え

JA吉丼田地区活性化センターυ 木ヽ田)が 力]わ りま した

が 地域として水害時の避難所機能の拡充が課題です。

令和 3年 5月 15日  福島市総合防災訓練が実施さね

ました。同日午前 9時に「荒川流域に『避難指示Jが発令」

されたという想定で 緊急エリアメールによる発信、讐

察 消防団による広報が実施されました。それを受けて、

・ll難情報の伝達ヨ1練 吉丼田小学校体育館への避難訓練

を実施しました.避難所内では避難者の受入の体制と手

1原 を確認し パーティシヨンの組み立てを体験しました。

防災司幡 時のパーティションの設置の様子
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式

さらに令和5年 3月 26日 には、JA吉井田地区活性化

センターを避難所として活用するとの想定で 逮難所設営、

避難者受付 被害状況の報告 パーティション 簡易トイ

レの設置 「水のうJの作成などの訓練を実施しました。

(●    市 政 に 関 す る 研 修    ●)

令不□4年 11月 18日 福島市大舘山一般廃棄物最終

処分場及び福島市渡利学習センターを見学しました。

大舘山一般廃棄物最終処分場は令示B4年 6月 に供用が

FT5始されたもので 現地では埋立施設の構造や安全対策の

説明を受けました。埋立可能年数は約 15年と想定され
一人ひとりがごみ減量に取り組む必要性を痛感しました。

次に 渡利学習センターにおいて 体育館機能を持た

せた多目的ホールの設置 lll震性に優llた構造 指定避

難所としての機能の拡充 (太陽光発電と蓄電池の利活用な

ど)等の説明を受けました。避難所が不足している吉井田

地区にとつて避難所機能の強イロま参考になりました。

(0  花 い つぱい運動でおもてな し   ●)

福島 トヨタクラウンアリーナ(国体記念体育館)に は

市内外から多くの方々が来られます。毎年 11月 に地域コ

ミュニティ等支援事業を活用し 「花いつばい運動Jと し

てプランターに花の苗を植栽じ アリーナ東lRl市道沿い

及び吉井田支所 学習センター敷lll内 に設置しています。

(●   荒川フェスティバルに参画   ●)

地区の春の一大イベントとなつている荒川フェスティバル

は 今年で 22回を数え 5月 13日に4年ぶりこ開催されま

した。このイベントの狙しヽま 市民が荒りに親しみ 交流す

ること それを通して荒川の治水 利水 河川環境の保全等
への理解を深めることにあり 多彩なブースを設けています.

今年は 地元 刑 1桜づつみ酒造り協議会とのこ稼で 「東

京都荒川区」のブースわヾ設置され 都市交流の一端を担い

ました。

プランターにビオラを植える様子
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(2) 令和 5年 11月 1日発行

皆さんは この 「町会連だよりJを発行している『福島市町内会連合会』という組織を知つていますか ?

本連合会は昭和 49年度に設立しました。現在は 市内 27地区の町内会連合会長で組織され 各地区連合会の連絡調整

や地域課題の解決に向け 会員相互の資質向上や親睦を図ることを目的に各種事業や研修会等に取り組んでいます.

令和6年度で設立 50周年 !

主な取り組み

今年度の市政研1多会は 「空き家対策Jと「移住定住に向けた支援 受け入れ体制Jについて請義を受ける予定です。

また 先進都市視察研修は、栃木県宇都宮市の「日治会の担い手不足の解消に向けた取り組み」について講義を受ける

予定です。研修会の内容 様子については 次回の3月号でお知らせいたします。

6月 21日 (水)午後 4時から クーラフーリアンテ サンパレ

スにおいて、令和5年度総会を開催いたしました。

審議の結果 令和4年度事業報告 収支決算 令和 5年度事業

計画 収支予算 (実 )及び町内会活動補償制度特別会計の決算 予

算 (案 )こついて また 会貝Jの改正 (案)こ ついて いずれも原案

どおり承認されました。

また 今年度は新たにア名が地区町内会連合会長に就任されま

した。 (4ページ記載の 「令和 5年度福島市町内会連合会名簿J

をご参照ください。)

>市政研修会

本市の重点施策、全地区共通の課題について市担当者から説

明を受け 問題に対する理解を深め 各地区においての課題解

決につなげる。

>先進都市視獅 汗修

他自治体や住民自治組織を視察し、その現状と課題について

研修することにより、本連合会及び各地区連合会のよりよい運

営に資する。

>「町内会活動総合補償制度」の実施

町内会が行う清掃活動やスポーツ、 レクリエーションなどの

活動中における不慮の事故に備えるための保険内容について検

.lし 、制度の充実を図る。

'「
町会連だよりJの発行

町内会活動に関する情報の提供のほか 本連合会の取り組み

について周知広報を行う。 (年 2回発行)

>「町内会活動ハンドブツク」の発行

町内会運営の参考資t4と して活用してもらうため 町内会運

営の基本的な事項やOI内会が関係する事項を掲載したハンド

ブックを作成し 全町内会に配付する。 (2年に 1度 )

●町内会への力1入促進

不動産団体との協定により 住宅の売買契約及びアパー ト等

の賃貨借契約の仲介等の際に 町内会への力]入促進に関するパ

ンフレットの配布など 協力 連携体制を構築している。

町内会活動′ヽン ドブツク

過去の研修会の様子

サンパレスで開催した令和 5年度総会の様子



(3)

連合会事お局では 町内会カシテう清掃活動やスポーツ レクリェーションfdどの活動中における怪我や他者(物 )への損
害に備え 「町内会活動総合補償制度Jへの力]入を推奨しており 今年度は 全体の約93%に あたる8110J内会力ll]入 し
ています。
補償制度は [ま さかJの時の後ろ盾ですが 事故を起こさfdい ことに越したことはありません。近年 清掃活動中の飛

び石等 不注意による損害賠償事故が増えております。事前の安全確認により 防げる事故は防ぐ心がけをお願いします。

令不□5年 11月 1日発行

嗜 環 境 美 化 活 動 保 険

町内会活動総合補償制度では 草刈機等の動力付さ機器の使用中に生じた傷害等については 一部補償対象外とrdっ て
おり 賠償事故にしか対応していません。また 傷害の原因が動力付さ機器でfdい 場合においても、補償の対象外となつ
てしまいます。

これを補てんするための保険として 「環境美化活動保険Jを用意しています。今年度は 全体の約 フア%に あたる 668
町内会が力]入 しております。

旋
加

刃

刃 檀』]iη匙雌[1撮]嘗

り警→弊Ⅲ 適用範自

作業従事者本人 × 0

ほかの作業従事者 0 0

作業に使用している物品 X ×

作業従事者以外の第二者 0 X

作業に直接関わらない物品 0 ×

施
祉

刃

は

き出しの動力付さ機器 (草刈機等)の使用中、
石や枝が当たって負った傷害や賠償

適用範囲 適用範囲

作業従事者本人 × 0

ほかの作業従事者

作業に使用している物品

C
X

0

×

作業従事者以外の第二者 r、 ×

作業に直接関わらない物品 0 X

刃がむ

草刈鎌

きだしの動力付き機器 (草刈機等)でない
などの使用によって負った傷害や賠償 適用範囲 適用範囲

作業従事者本人及びほかの作業従事者 0 0

作業に使用している物品 X ×

作業従事者以外の第二者 0 ×

作業に直接関わらない物品 0 ×

■ 活動中に事故が起こったら…

1 事故目撃者、町内会長以外の行事責任者 または賠償請求を受けた当事者は 事故力起 こったことを田]内会長に報告
してください。報告を受けた町内会長は その事故が町内会の活動中であることと、補償制度 ||力 ]入 していることを確
認してください。

2 町内会の活動であり 補償制度に加入していることが確認できたら 地EXI連合会事務局 (市役所各支所 出張所 中央
地区は地域共創課)こ連絡するとともに 報告書の作成 添付書類

“

予事案内 名簿など)の準備をします.

3 報告書―式を地区連合会事務局へ提出します。
地区連合会事あ局で内容を確認後、連合会事務局 (地域共創課)へ送付します:

4 連合会事務局力燎 険会社に事故報告書を提出し、保険会社がけがをした本人 賠償請求を受けた当事者と連絡を取り
必要書類等を整え 補償金わ崚 払われます.



(4) 令不□5年 11月 1日 発行

引き続き会長を務めます 中央地区町会連合会会長の引地洲夫でございます。

今年度は、新型コロナウイルスによる感染症が5類感染症に●・ 行したことで 地域活動の

再開力測

`寺

されており 再スタートの重要な年とfdり ます。

昨今の地域活動は 令和 2年から猛威を振るつているコロナの影響により 様々な制限を

受け 実施が困難な状況が続いてまいりました。このことにより これまで築き上げてきた

地域のつながりを維持していくことに 各地区でも苦慮さllた と思います。

しかしながら それと同時に、この末曾有の災禍を体験したからこそ、これまで 「あつてJ

「やって」当たり前だつた地域活動の良さに改めて気がついたほか 活動を見直すきつかけ

にもなつたと考えます。

連合会では 今後も地域の課題解決や活動の充実のため、各地区 行政機関 関係団体との連携をよリー層

密にし 様々rd活動に取り組んでまいりますので 弓き続き皆きまのご支援 ご協力を賜りますようお願い申

し上げます.

(令和 5年 9月 1日現在)

中央地区BI会連合会

渡利地区町会連合会

蓬来地区町会長連合会

大笹生地区町内会連合会

立子山地区町内会連合会

飯坂地区町内会連合会

中野地区町内会連合会

湯野地区町内会連合会

東湯野地区町内会連合会

1茂庭地区町内会連合会

清水地区町内会連合会 0齋藤 幸吉

東部地区町会長連合会

大波地区町会連合会 栗原 武:ム

瀬上町町内会連合会 0島員 英信

組野 幸― 幹 事

⑤遠藤 勝弘 松川町町会長連合会 丹治 豊三 監  事

吉井田地区町内会連合会 八巻 1信夫地区区長会 ⑤黒須 義夫

吾妻地区町内会連合会 齋藤 周夫

飯野地区町内会連合会

佐倉地区町会連合会    二階堂善―

荒丼地区町会連合会    佐藤  守   副会長

土湯温泉町町内会連合会 lA本 幹夫

連合会事務局では Oll内 会への力]入促進活動を支援する取組みとして 町内

会の主な活動をまとめた町内会力]入案内パンフレットを作成しています。

町内会に力]入 しない人の中には 「町内会がどんな活動をしているかわからな

いJと いう方も少なくありません。

各町内における未加入世帯の多い集合住宅 新たに居住された方々へ町内会

加入を呼びかける際や 地域のイベント活動時に、本バンフレットをご活用い

たださ 町内会の活動内容や重要性について知つてもらうきつかけを作つてみ

ませんか ?

活用をお考えの町内会がござしヽましたら、各地区町内会連合会 (各支所 出

張所)または 連合会事務局 (地域共創課)に在庫がありますので お問い合

わせください。町内会加入案内バンフレッ ト


